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第５回 議会報告会 
 

 

対応報告書 

提出日:平成 28年 6月 30日 

 

○市当局に関する事 

番号 対応内容 対応結果 

１ 

 

問 大内庁舎跡地施設に建設される図書館は、中核

図書館としてのイメージにふさわしい設備・管

理にしてほしい。 

 

（生涯学習課） 

読書に親しめる環境づくり、そして誰もが気楽に利用できる図書館を

めざし、関係機関と連携をとりながら整備を進めていきます。 

２ 

 

問 五名地区への移住者が近年増えている。本年 4

月より移住者への家賃補助や、空き家リフォー

ム補助が開始されたが、それ以前に移住してき

た人への支援についての考えは。 

 

（商工観光課） 

移住促進家賃等補助金については、制度上、平成 28年３月１日以降に

市内転入者が対象となります。 

それ以前の方には、新婚世帯家賃助成金や若者住宅取得補助金など対

象となるものについてご利用いただきたい。 



 

2 

 

３ 

 

問 大楢の水道の水質が問題である。安心安全な水

でなくなっている。 

 

（上下水道課） 

水質検査は、月一回実施しており、浄水の水質基準を満たしています。 

しかし、更なる水質改善対策として、７月にろ材及び活性炭の入替工事

を施工予定です。夏場の藻臭の除去及び水質改善ができるものと思われ

ます。 

４ 

 

問 最近子どもが被害を受ける犯罪が増えている。

五名地区には、防犯カメラが設置されていな

い。設置すれば、犯罪防止にもつながる、いざ

というときにも、役立つのでぜひお願いした

い。 

 

（総務課） 

現在、市内には警報ボタンの付いた防犯カメラが９基設置されていま

す。これらは全て警察署が設置し、地元自治会で維持管理を行っていま

す。 

 防犯カメラを設置するためには、設置場所の検討をはじめとし、地元

の多くの皆さんの協力や十分な理解が必要となります。防犯カメラを設

置することについて、犯罪防止に繋がると考える人がいる一方で、日頃

の生活などのプライバシーまで映してしまう面もあり、監視されている

と不快に思う人もいるからです。 

 防犯カメラを設置することは、確かに皆さんを犯罪から守る方法のひ

とつですが、「こどもＳＯＳ」というステッカーが貼ってある地域のお店

や会社など、地域の大人たちの「見守りの目」が何より子どもたちの安

全安心につながります。市としては、防犯パトロールに対する東かがわ

市自治会活動（特定事業）助成金をはじめ、見守りの活動をしていただ

いている方々を応援し、皆さんが安心して暮らせるようにしていきたい

と思います。 
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５ 

 

問 市道大曲２号線が、日によって通行できたり、

できなかったりしていることをご存知か伺う。 

（建設課） 

道路法の規定により、全面通行禁止の措置をとっています。 

 なお、道路通行に関する申請があれば、特別に許可することがありま

す。 

６ 

 

問 引田小学校跡地の施設を観光着地点として整

備するなら多目的室に放送やビデオ等映像が

流せる環境整備が必要ではないか。 

 

（商工観光課） 

引田小学校跡地に建設しようとする施設については、地域交流施設を

建設するもので、主にイベント開催時に必要なトイレや地域活性化イベ

ントの倉庫の整備などを行うものであります。 

７ 

 

問 集会所等の、水道をほとんど使用していない場

所の基本料金の割引等はないのか。 

 

（上下水道課） 

集会所等は「自治会、集会所用」の用途を適用しており、基本料金は、

家庭用に比べて 220円安く設定しています。 

８ 

 

 問 本庁舎以外の窓口センターを置く必要がある

のか。管理費や人件費の無駄ではないのか、普

通の人が役所に行く用は年に何回もない。車を

使えば多少の距離でも問題はないし、自分で移

動できない人のために窓口業務の出前をすれ

ばよい。 

 

（総務課） 

 引田・大内窓口を閉鎖することは、自動車の免許をお持ちでない方や

今後、増加していく高齢者にとって、現在の窓口業務の継続は、必要で

あると考えています。 

 また、窓口業務は、証明書の発行だけの業務ではなく、100種類以上の

受付業務も行っており、個々の事情により、必要とする書類についても

変わるため、出前での対応が困難であることや、証明書の発行について

もコンピューターで行っていますので、窓口業務を出前で行うというこ

とは、非常に厳しいと考えています。 
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